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【日　　時】  6月26日（土）午前9時30分～
【場　　所】  中央公民館３階大ホ－ル
【発 表 者】  小・中学生
【発表内容】未来への夢や希望、家庭・学校生

活・地域活動の中で、日ごろ考え
たり実践したりしていること

　6月23日（水）から29日（火）は、男女共同参画
週間です。
　男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行
事などを全国的に実施することにより、男女共同
参画社会基本法の目的および基本理念に関する
国民の理解を深めることを目的に行われます。

　いじめ・体罰・虐待など、誰にも打ち明けるこ
とのできない悩みを抱えている方の相談に応じま
す。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽
にご相談ください。
【日　時】6月28日（月）～7月4日（日）
　　　　平　日　午前8時30分～午後7時
　　　　土・日　午前10時～午後5時
【相談担当者】岐阜県人権擁護委員連合会子ども

人権委員会委員
　　　　　　岐阜地方法務局人権擁護課職員
【相談電話番号】子どもの人権110番
　　　　　　　 0120－007－110（フリーダイヤル）
※強化週間以外にも、平日午前8時30分～午後5
時15分まで相談に応じます。

　検察審査会制度とは、選挙権を有する国民
の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、
検察官が行った不起訴処分の当否を審査する
制度です。
　現在、検察審査会では、この制度をドラマ
形式で紹介したＤＶＤの貸出しを行っています
ので、ご利用ください。
【問合先】岐阜検察審査会事務局☎262－5263

　近年、県内の河川において油の流出や魚類
のへい死などの水質汚濁事故が多く発生してい
ます。
　事故が起これば、魚をはじめとする水生生物
や、河川の水を利用している多くの人々に悪影響
を及ぼします。
　不用になった油や洗剤を側溝、水路、河川に
流さないなど水質汚濁防止にご協力ください。

検察審査会制度ＤＶＤ貸出し
のご案内　岐阜検察審査会事務局

第32回 少年の主張大会開催
　町青少年育成町民会議

全国一斉「子どもの人権110番」強化
週間における電話相談所の開設

　　岐阜地方法務局

男女共同参画週間
総務課

美しい川を守りましょう！
環境経済課

「話そう、働こう、
　　　　　　育てよう。
　　　　　　　　　　いっしょに。」

INFORMATION  BOXINFORMATION  BOX

～あなたの力を消防団に～

消防団員募集
【女性の方　歓迎します】

電波を使うには免許が必要です。
電波のルールを守りましょう。

不法無線局の相談は、052－971－9107
テレビ・ラジオの受信相談は、052－971－9648

ホームページ（URL）
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/

守ろう! 電波のルール

電波利用環境保護周知啓発強化期間
6月1日から6月10日まで

総務省　東海総合通信局


